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今
回
紹
介
す
る
「
規
約
証
」
は
、
京
都
市
中
京
区
烏
丸
蛸
薬
師
下
ル
手
洗
水
町
に
伝
わ
り
、
現
在
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
館

古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
」
中
の
一
点
（
№
七
六
）
で
あ
る
。
形
状
は
横
一
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
縦
二
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
表
紙
、
裏
表
紙
入
れ
て

二
一
丁
ほ
ど
の
冊
子
で
あ
る（
１
）。

　

こ
の
「
規
約
証
」
の
巻
頭
に
「
今
般
町
中
一
統
協
議
之
上
、規
約
并
ニ
式
目
改
正
條
々
、左
之
通
相
定
候
也　

明
治
廿
二
年　

手
洗
水
町
」
に
あ
る
よ
う
に
、

明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
の
市
制
特
例
の
適
用
に
よ
る
行
政
上
の
「
変
化
」
に
対
応
す
る
形
で
、
町
自
治
の
在
り
方
と
そ
の
運
営
方
法
に
関
し
て
、
改
め

て
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
資
料
は
水
損
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
破
損
・
欠
損
が
激
し
く
、
同
資
料
の
み
で
の
翻
刻
は
困
難
を
極
め
、
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
折
、
同
文
書
の
一

部
を
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
に
、
そ
の
「
写
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
今
回
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
京

都
府
立
総
合
資
料
館
の
原
本
を
底
本
と
し
つ
つ
「
写
」
を
参
照
し
、
破
損
部
分
、
欠
損
部
分
、
異
体
字
部
分
に
関
し
て
区
別
を
明
確
に
し
、
本
来
の
原
本

五
九　
（
七
〇
八
）
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資
料
に
近
い
形
で
翻
刻
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
が
手
洗
水
町
に
注
目
し
た
理
由
は
、
京
都
の
町
と
し
て
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た

資
料
群
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
同
町
が
明
治
末
の
京
都
市
の
三
大
事
業
の
一
つ
と
し
て
着
手

さ
れ
た
道
路
拡
築
の
対
象
の
一
つ
で
あ
っ
た
烏
丸
通
の
蛸
薬
師
通
か
ら
錦
通
の
間
に
所
在
し
た
両
側
町

で
、
こ
の
拡
築
に
よ
り
、
町
の
公
共
空
間
の
ど
真
ん
中
を
市
有
地（
２
）
が
占
め
、
そ
の
公
道
に
敷
設
さ
れ
た

軌
道
の
上
を
電
気
鉄
道
が
走
る
と
い
う
、
物
理
的
・
空
間
的
に
分
断
さ
れ
た
町
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

手
洗
水
町
は
、
本
資
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
祇
園
八
坂
神
社
の
氏
子
町
と
し
て
、
祇
園
祭
に
関
わ

る
神
事
を
そ
の
町
自
治
の
大
き
な
柱
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
神
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
供
え

物
な
ど
は
、
若
干
簡
素
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ほ
ぼ
そ
の
形
を
現
在
で
も
維
持
・
継
承
し
て
い
る
。
し

か
し
、
道
路
拡
築
の
折
に
は
、
神
事
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
御
手
洗
井
戸
自
体
も
、
そ
の
構
築
物
を
含

め
て
東
方
向
の
現
在
位
置
に
移
設
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
烏
丸
通
の
三
条
通
―
四
条
通
間
は
、
現
在
で
も
多
く
の
金
融
、
保
険
会
社
な
ど
が
軒
を
連
ね
、
京
都
市
に
お
け
る
一
等
の
ビ
ジ
ネ
ス

街
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
町
の
様
変
わ
り
が
何
を
契
機
と
し
て
起
こ
り
始
め
る
の
か
、
そ
し
て
、
町
自
体
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
ま
た
変
化
し

な
い
の
か
、
そ
う
い
っ
た
点
を
、
我
々
は
町
の
側
か
ら
、「
公
共
」
で
は
な
い
、「
協
同
」
の
側
か
ら
と
ら
え
直
す
必
要
性
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

幸
い
に
も
、
手
洗
水
町
文
書
は
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
と
も
資
料
目
録
か
ら
現
文
書
を
系
統
的
に
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
町
財
政
の
運
営
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
帳
簿
類
も
、
完
全
と
は
い
か
な
い
が
、
閲
覧
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
れ
ら
の

資
料
を
駆
使
し
て
手
洗
水
町
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
都
市
近
代
化
、
都
市
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
、
一
方
で
は
都
市
機
能
の
高
度
化
を
も
た
ら
す 写真 1　2010年現在の手洗水町の風景

六
〇　
（
七
〇
七
）



近
代
京
都
に
お
け
る
町
自
治
と
規
約
―
手
洗
水
町
を
事
例
と
し
て
―
（
西
村
・
奥
田
）

と
い
う
側
面
を
持
ち
な
が
ら
、
町
と
い
う
住
民
自
治
の
基
礎
単
位
か
ら
み
た
場
合
、
い
わ
ば
「
協
同
」
が
ど
の
よ
う
な
変
容
を
き
た
す
の
か
、
そ
れ
を
明

ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　

本
「
規
約
証
」
の
特
徴
的
な
内
容

　

一　

不
動
産
売
買
と
町
自
治

　

京
都
の
町
は
、人
の
出
入
り
や
不
動
産
売
買
に
関
し
て
、厳
し
い
規
制
を
か
け
て
き
た
。
例
え
ば
、職
種
規
制
な
ど
は
そ
の
典
型
だ
ろ
う
。
手
洗
水
町
で
は
、

近
代
に
入
っ
て
も
人
の
出
入
り
を
厳
し
く
管
理
す
る
た
め
に
、
不
動
産
売
買
に
お
け
る
手
続
き
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
紹
介
す
る
手
洗
水
町
で
不
動
産
を
売
買
又
は
貸
与
す
る
場
合
に
は
、
買
主
お
よ
び
借
受
人
に
つ
い
て
町
内
で
協
議
の
上
、
適
任
と
認
め
ら
れ
た

場
合
に
は
町
内
に
保
証
人
一
名
を
置
き
、
町
規
約
を
買
主
に
申
し
聞
か
せ
、
承
諾
の
上
で
、
売
買
・
貸
借
契
約
の
成
立
と
な
っ
て
い
る
（
第
一
二
條
、
第

一
九
條
）。
す
な
わ
ち
、
手
洗
水
町
は
、
個
人
の
自
由
な
裁
量
に
よ
る
不
動
産
売
買
も
し
く
は
貸
与
の
契
約
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
極
力
町
外
へ
の
分
散
を
防
ぐ
た
め
に
、
不
動
産
売
買
の
手
順
に
つ
い
て
第
二
一
條
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
厳
し
い
規
制
を
加
え
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
不
動
産
を
売
却
す
る
際
に
は
、
ま
ず
当
該
の
土
地
家
屋
の
両
隣
の
家
持
に
売
却
の
相
談
を
持
ち
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
で

売
却
が
叶
わ
な
い
場
合
は
、
次
に
両
隣
と
は
別
の
手
洗
水
町
の
家
持
に
相
談
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
買
得
者
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
、
借
家
人

を
含
め
た
町
内
の
人
物
に
売
却
を
持
ち
か
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
町
内
で
買
得
者
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
町
内
で
相
談

の
上
、「
人
柄
不
審
」
で
は
な
い
人
物
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
手
洗
水
町
で
は
四
段
階
に
分
け
て
、
不
動
産
所
有
が
町
外
へ
分
散
す
る

こ
と
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
売
買
が
成
立
し
て
も
、
万
一
買
い
手
が
適
切
な
人
物
で
は
な
い
と
町
が
判
断
し
た
際
に
は
、
す
で
に
契
約

が
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
一
時
的
に
契
約
を
取
り
消
す
よ
う
町
が
働
き
か
け
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
町
が
新
た
に
買
い
手
を
探
し

て
く
る
こ
と
が
推
論
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
手
洗
水
町
で
は
不
動
産
売
買
に
対
し
て
、
極
め
て
厳
し
い
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
一　
（
七
〇
六
）
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こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
不
動
産
売
買
が
成
立
し
た
際
に
は
、
買
得
者
は
そ
の
買
得
価
格
に
対
し
て
、
町
の
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
へ
の
寄
付
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
（
第
一
條
）。
な
お
、
こ
の
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
に
対
す
る
寄
付
金
の
制
度
は
、
大
正
期
に
な
っ
て
も
存
続
し
て
い
る
。
大
正
期
に
は
、

三
〇
〇
円
と
い
っ
た
寄
付
も
な
さ
れ
て
お
り
、
金
額
に
つ
い
て
は
時
代
に
適
応
し
た
形
で
変
更
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
３
）。
こ
の
寄
付
金
の
他

に
、
買
得
者
は
「
御
手
洗
井
」
の
神
事
費
用
に
対
し
て
、
買
得
地
の
地
価
に
応
じ
た
御
神
酒
料
を
、
地
価
一
〇
円
に
対
し
て
酒
一
升
の
割
合
で
拠
出
す
る

こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
御
神
酒
料
は
、
実
際
に
は
金
銭
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
買
得
者
は
披
露
と
し
て
町
内
家
持
に
対
し
、

小
豆
餅
を
三
〇
個
ず
つ
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
町
用
人
に
対
し
て
も
祝
儀
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
町
用
人
本
人
・
そ
の
妻
・
そ
の
長
子
に
対
し

て
買
得
価
格
に
応
じ
た
金
額
を
出
し
た
。

　

ま
た
、
借
家
人
と
し
て
転
入
す
る
場
合
に
も
、
表
借
家
一
戸
に
つ
き
三
〇
銭
、
裏
借
家
一
戸
に
つ
き
二
〇
銭
を
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
へ
寄
付
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
（
第
三
條
）。
さ
ら
に
、
借
家
請
状
の
筆
紙
料
と
し
て
表
借
家
は
二
〇
銭
、
裏
借
家
は
一
五
銭
を
町
用
人
へ
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
町
内
の
土
地
建
物
売
買
に
か
か
わ
る
規
制
は
幾
重
に
も
張
り
巡
ら
さ
れ
、
町
外
へ
の
不
動
産
所
有
の
分
散
化
を
極
力
避
け
る
と
と
も
に
、

町
住
民
と
し
て
の
意
識
づ
け
と
し
て
、
売
買
・
相
続
、
転
入
時
に
は
、
町
の
最
重
要
行
事
で
あ
る
「
御
手
洗
井
」
神
事
へ
の
「
御
神
酒
料
」
寄
付
、「
御
手

洗
井
」
維
持
修
繕
費
フ
ァ
ン
ド
へ
の
拠
出
金
負
担
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
銀
行
を
は
じ
め
と
す
る
会
社
企
業
に
関
し
て
も
厳
密
に
適

応
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
烏
丸
通
の
拡
築
事
業
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、
京
都
市
は
こ
の
よ
う
な
寄
付
金
は
一
切
納
め
て
お
ら
ず
、
意
図
せ
ず

と
も
、
行
政
側
が
個
別
の
町
の
伝
統
的
な
町
自
治
の
あ
り
方
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
そ
の
形
骸
化
に
拍
車
を
か
け
る
形
で
道
路
拡
築
事
業
を
推
進
し
た
と

い
う
そ
し
り
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

二　

町
自
治
と
そ
の
運
営

　

次
に
、
手
洗
水
町
の
自
治
運
営
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

　

手
洗
水
町
で
は
、
役
職
と
し
て
総
代
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
他
町
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
町
会
計
を
担
う
会
計
役
の
よ
う
な
役
職
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

六
二　
（
七
〇
五
）



近
代
京
都
に
お
け
る
町
自
治
と
規
約
―
手
洗
水
町
を
事
例
と
し
て
―
（
西
村
・
奥
田
）

総
代
の
任
期
は
一
年
で
、
総
代
交
代
の
節
に
は
、
家
持
立
会
の
下
で
町
箱
の
引
継
が
な
さ
れ
た
（
第
一
四
條
、
一
五
條
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
総
代
は
家
持
に

よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
会
計
に
つ
い
て
も
、
総
代
が
帳
簿
に
記
録
し
て
お
り
、
総
代
が
会
計
役
も
務
め
て
い
た（
４
）。
総
代
の
他
に
は
、
次

項
で
見
る
「
御
手
洗
井
」
の
神
事
の
際
に
、
神
事
行
事
が
二
名
置
か
れ
て
い
る
（
第
五
條
）。

　

総
代
の
業
務
は
、
町
自
治
に
関
わ
る
も
の
や
、
行
政
の
補
助
業
務
、
学
区
に
関
係
す
る
業
務
な
ど
多
岐
に
亘
る
が
、
手
洗
水
町
に
は
用
人
が
置
か
れ
て

い
た
た
め
、
用
人
が
そ
う
い
っ
た
業
務
を
補
助
す
る
形
で
遂
行
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
人
に
対
し
て
は
、
扶
持
米
が
支
払
わ
れ
て
い
た
。
扶
持

米
は
家
持
か
ら
徴
収
さ
れ
、
そ
の
高
は
、
所
有
家
屋
が
表
通
り
に
面
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
区
別
で
決
定
さ
れ
て
い
た
（
第
一
〇
條
）。

　

町
の
意
志
決
定
機
関
は
、
町
集
会
で
あ
り
、
合
意
形
成
が
難
し
い
場
合
に
は
多
数
決
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ
た
（
第
一
六
條
）。
こ
の
町
集
会
へ
の
出
席
は
、

家
持
の
戸
主
で
満
二
〇
歳
以
上
の
者
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
町
集
会
に
出
席
で
き
な
い
場
合
に
は
、
代
人
料
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
代
人
料
の
金
額

は
三
等
級
で
設
定
さ
れ
、
そ
の
半
季
毎
に
支
払
う
べ
き
代
人
料
の
等
級
は
家
持
一
統
が
協
議
を
し
て
決
定
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
第
二
〇
條
）。
こ
れ
に

よ
り
、
町
は
不
在
家
持
を
中
心
と
し
た
家
持
か
ら
、
代
人
料
を
収
入
と
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

町
の
年
中
行
事
と
し
て
、
こ
の
「
規
約
証
」
に
は
、
一
月　

新
年
宴
会
、
四
月　

八
坂
神
社
御
千
度
、
六
月　

半
期
勘
定
、
七
月　
「
御
手
洗
井
」
神
事
、

九
月　

伊
勢
講
、
一
〇
月　

八
坂
神
社
御
千
度
、
一
二
月　

半
期
勘
定
、
さ
ら
に
春
と
秋
の
施
餓
鬼
が
記
さ
れ
て
い
る
（
第
四
條
、
第
五
條
、
第
六
條
、

第
七
條
、
第
八
條
、
第
九
條
）。
次
項
「
町
自
治
と
神
事
」
に
は
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
の
年
中
行
事
を
示
し
て
い
る
が
、「
規
約
証
」
に
記
さ
れ
て
い

る
年
中
行
事
の
う
ち
伊
勢
講
以
外
は
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
ら
の
年
中
行
事
を
担
っ
て
い
た
の
は
家
持
で
、
借
家
人
の
関
与
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
御
千
度
だ
け
で
あ
る
（
第
四
條
）。
御
千
度
以
外
の
行
事

で
は
、「
神
事
勘
定
」
に
お
い
て
表
裏
借
家
人
が
一
軒
ご
と
に
負
担
金
を
拠
出
し
、
さ
ら
に
、
町
に
転
入
す
る
際
に
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
金
へ
の
寄
付
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
神
事
そ
の
も
の
に
関
わ
り
、
運
営
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
貫
し
て
な
か
っ
た
。

六
三　
（
七
〇
四
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三　

町
自
治
と
神
事

　

明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
七
月
か
ら
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
ま
で
書
き
記
さ
れ
て
い
る
「
町
内
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
に
記

録
さ
れ
て
い
る
年
中
行
事
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

一
月　

親
睦
会
、
三
月　

施
餓
鬼
、
四
月　

八
坂
神
社
御
千
度
、
六
月　

半
季
決
算
、
七
月　

御
手
洗
井
神
事
、
九
月　

施
餓
鬼
、
一
〇
月　

八
坂
神

社
御
千
度
、
時
代
祭
、
一
二
月　

井
戸
掃
除
、
七
五
三
縄
飾

　

一
年
を
通
し
て
、
町
の
リ
ズ
ム
を
刻
む
折
々
の
行
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
神
事
と
し
て
、
年
中
行
事
の
中
核
を
な
す
の
が
、
七
月
に
執

り
行
わ
れ
る
「
御
手
洗
井
」
の
行
事
で
あ
る
。
吉
符
入
の
前
（
八
日
頃
）
か
ら
準
備
が
始
ま
り
、
一
二
日　

吉
符
入
、
親
睦
会
、
一
三
日　

供
え
物
買
物
、

一
四
日　

井
戸
替
え
、
一
五
日　

井
戸
遥
拝
、
井
戸
開
き
、
一
八
日　

御
旅
所
参
り
、
親
睦
会
、
二
四
日　

井
戸
閉
め
、
と
い
う
様
に
、
半
月
以
上
が
こ

の
神
事
の
た
め
に
費
や
さ
れ
る
。
こ
の
神
事
が
い
か
に
同
町
に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
か
は
、
町
財
政
の
他
の
費
目
と
は
別
立
て
に
「
神
事
勘
定
帳
」
が
作

成
さ
れ
、
明
治
初
年
か
ら
毎
年
の
収
支
を
事
細
か
く
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
断
で
き
る
。
い
わ
ば
、
手
洗
水
町
の
町
名
と
も
深
く
か
か
わ
る
、
文

字
通
り
同
町
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
作
成
の
「
神
事
勘
定
帳
」
（
５
）

か
ら
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
の
神
事
勘
定
の
内

容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

　

収
入
と
し
て
は
、
清
々
講
社
（
祇
園
八
坂
神
社
の
氏
子
団
体
）
補
助
金
四
円
、
同
町
の
神
事
行
事
二
人
か

ら
御
神
酒
料
と
し
て
二
円
、
同
町
井
戸
家
形
積
立
基
金
か
ら
六
三
円
八
一
銭
、
合
計
六
九
円
八
一
銭
に

対
し
て
、
支
出
は
、
吉
符
入
二
四
円
四
五
銭
、
井
戸
開
き
入
用
一
六
円
五
三
銭
、
提
灯
建
て
入
用
二
一

円
八
三
銭
、
諸
雑
費
七
円
、
合
計
六
九
円
八
一
銭
と
な
り
差
引
出
入
り
な
し
で
あ
る
。

　

吉
符
入
で
は
、
湖
月
亭
と
い
う
料
理
屋
に
家
持
が
集
ま
り
、
懇
親
会
を
開
い
て
い
る
。
女
中
に
対
し

て
も
三
円
の
心
付
け
を
支
払
っ
て
い
る
。
井
戸
開
き
入
用
と
し
て
、
水
引
、
笹
二
本
、
井
戸
屋
手
間
賃
、

写真 2　2010年遥拝式の風景
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と
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て
―
（
西
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・
奥
田
）

同
心
付
け
、
〆
縄
、
釣
瓶
縄
、
粽
三
把
、
朝
瓜
三
本
、
飛
魚
、
榊
、
御
神
酒
、
神
饌
料
、
井
戸
前
電
燈
取
付
け
代
で
あ
り
、
諸
雑
費
と
し
て
は
、
用
人
の

祝
儀
と
心
付
け
、
さ
ら
に
は
弁
当
代
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
支
出
内
容
は
、
現
在
執
り
行
わ
れ
て
い
る
「
神
事
」（
現
在
井
戸
の
く
み
上
げ
は
ポ
ン
プ
で
あ
る
）
と
外
形
的
に
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
ず
、
戦
後
も
家
持
を

中
心
に
こ
の
神
事
の
伝
統
を
維
持
継
承
し
て
い
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
今
回
紹
介
し
た
「
規
約
証
」
に
か
か
わ
っ
て
、
手
洗
水
町
の
町
自
治
に
触
れ
て
き
た
が
、
我
々
は
、
今
後
帳
簿
類
を
中
心
と
し
た
資
料
群
を
対

象
と
し
た
手
洗
水
町
の
町
財
政
の
分
析
か
ら
、「
公
共
」
と
「
協
同
」
の
は
ざ
ま
で
、
大
き
く
そ
の
姿
を
変
貌
さ
せ
る
近
代
京
都
の
町
の
姿
を
浮
き
彫
り
に

す
る
作
業
に
か
か
り
た
い
。

註（
１ 

）
手
洗
水
町
文
書
は
、
実
を
い
う
と
、
現
在
二
ケ
所
、
厳
密
に
い
う
と
三
ケ
所
、
す
な
わ
ち
上
記
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
そ
し
て
古
書
店
か
ら
一
部
を
購
入
し
た
同
志

社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
文
書
類
を
所
蔵
す
る
同
町
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
割
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
関
し
て
は
、

二
〇
一
〇
年
四
月
に
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
手
洗
水
文
書
目
録
』
に
収
録
さ
れ
た
小
林
丈
広
氏
の
解
題
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２ 

）
京
都
地
方
法
務
局
所
蔵
の
旧
土
地
台
帳
に
よ
れ
ば
、
京
都
市
は
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
一
一
月
か
ら
買
収
を
は
じ
め
、
四
五
年
の
一
月
に
は
完
了
し
て
い
る
。
そ
し

て
同
年
一
二
月
に
市
有
地
分
が
内
務
省
に
寄
付
さ
れ
、
官
有
道
路
と
な
る
。
文
字
通
り
、
町
は
市
有
地
に
よ
り
分
断
さ
れ
た
あ
と
、
国
に
よ
り
分
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る
。

（
３
）
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
に
つ
い
て
は
、『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』
№
八
五
「
手
洗
井
積
立
金
出
入
帳
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）
参
照
。

（
４ 

）『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』
№
八
二
「
金
銭
入
帳
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）
な
ど
で
、
期
末
に
総
代
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
総
代
が
会
計
役
も
務

六
五　
（
七
〇
二
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め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
５
）
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
よ
り
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
分
は
、
同
名
で
別
帳
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

凡　
　

例

　

一　

 

本
資
料
は
、
京
都
市
下
京
区
烏
丸
錦
小
路
上
る
手
洗
水
町
の
町
文
書
の
う
ち
（
現
在
、
一
部
が
京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
、
ま
た
一
部
が
同
志
社

大
学
人
文
科
学
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
）、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
の
分
に
含
ま
れ
て
い
る
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
改
正
の
「
規
約
証
」
の
翻

刻
で
あ
る
。
同
資
料
は
破
損
が
激
し
く
、
本
「
規
約
証
」
を
底
本
に
し
つ
つ
、
破
損
部
分
に
関
し
て
は
、
そ
の
「
写
」（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究

所
所
蔵
「
手
洗
帳
文
書
」
所
収
「
規
約
証
写
」
資
料
番
号
二
五
八
）
を
参
照
し
補
っ
た
。

　

一　

資
料
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
適
宜
読
点
を
付
し
、
漢
字
は
常
用
漢
字
を
原
則
と
し
、
そ
れ
以
外
の
漢
字
は
原
文
通
り
と
し
た
。

　

一　

 

略
字
、
合
体
字
、
異
体
字
は
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、
常
用
漢
字
体
に
直
し
た
。
た
だ
し
、
変
体
仮
名
の
而
、
江
、
者
お
よ
び
而
已
は
、
そ
の

字
体
を
残
し
、
字
の
大
き
さ
を
落
と
し
た
。

　

一　

底
本
の
破
損
部
分
で
判
読
不
能
な
が
ら
、
写
で
判
読
可
能
な
部
分
に
関
し
て
は
、〔　
　

〕
で
囲
み
本
文
中
に
挿
入
し
た
。

　

一　

底
本
で
判
読
不
能
な
文
字
な
い
し
箇
所
で
、
写
で
補
い
切
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
字
な
い
し
箇
所
を
□
な
い
し

で
示
し
た
。

　

一　

抹
消
さ
れ
た
箇
所
は
そ
の
部
分
は　
　
　

で
消
し
、
訂
正
が
あ
る
場
合
は
そ
の
右
傍
に
訂
正
さ
れ
た
文
字
を
付
し
た
。

　

一　

朱
書
は
、
そ
の
箇
所
を
〈　

〉
で
囲
み
示
し
た
。

　

一　

底
本
に
は
記
載
が
あ
る
が
、
写
に
は
記
載
の
な
い
場
合
は
、
そ
の
部
分
を
「　
　

」
で
示
し
た
。

　

一　

写
に
は
記
載
が
あ
る
が
、
底
本
に
は
記
載
の
な
い
場
合
は
、
そ
の
部
分
を
『　
　

』
で
示
し
た
。

　

一　

底
本
と
写
で
別
字
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
、﹇　
　

﹈
を
付
し
、
写
の
文
字
を
右
傍
に
注
記
し
た
。

　

一　

翻
刻
者
の
注
記
は
【　
　

】
で
示
し
た
。

六
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近
代
京
都
に
お
け
る
町
自
治
と
規
約
―
手
洗
水
町
を
事
例
と
し
て
―
（
西
村
・
奥
田
）

六
七　
（
七
〇
〇
）

＊ 

解
題
は
「
は
じ
め
に
」
と
「
本
『
規
約
証
』
の
特
徴
的
な
内
容
」
の
「
三　

町
自
治
と
神
事
」
を
西
村
が
担
当
執
筆
し
、「
本
『
規
約
証
』
の
特
徴
的
な
内
容
」
の
「
一　

不

動
産
売
買
と
町
自
治
」「
二　

町
自
治
と
そ
の
運
営
」
を
奥
田
が
担
当
執
筆
し
た
。
な
お
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
二
一
年
度
私
立
大
学
等
経
常
経
費
補
助
金
特
別
補

助
高
度
化
推
進
特
別
経
費
大
学
院
重
点
特
別
経
費
（
研
究
科
分
）
の
助
成
を
受
け
た
。

　
　
　

定

一　

今
般
町
中
一﹇
壱
﹈統
協
〔
議
之
上
〕、
規
約
并
ニ
式
目
改
正
條
々
、
左

　
　
〔
之
〕
通
相
定
候
也

　
　
　
　
　

明
治
廿
二
年

手
洗
水
町

第
一﹇
壱
﹈條

一　

 

地
所
并
ニ
建
物
等
買
得
之
節
〔
ハ
、
当
町
井
戸
家
〕
形
江﹇
へ
﹈寄
附
金
、

左
之
通

　

一　

金
高
拾
円
以
上 

金
〔
壱
円
也
〕

　

一　

金
高
五
拾
円
以
上 

金
弐
円
〔
也
〕

 

〈
改　

壱
円
五
拾﹇
十
﹈銭
〉

　

一　

金
高
百
円
以
上 

金
四
円
〔
也
〕

 

　
　

〈
改　

弐
円
五
拾﹇
十
﹈銭
〉

　

一　

金
高
弐
百
円
以
上 

金
五
円
〔
也
〕

 

　

〈
改　

三
円
五
〔
十
銭
〕〉

　

一　

金
高
参
百
円
以
上 

金
六
〔
円
也
〕

 

　

〈〔
改　

四
円
五
十
銭
〕〉

　

一　

金
高
四
百
円
以
上 

〔
金
七
円
也
〕

明
（
表
紙
）

治
廿
弐
年　
　

改
正

　

  

規
約
証

　
　
　
　
　
　
　
『
写
』

京
都
市
烏
丸
通　
　

手
洗
水
町　
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八　
（
六
九
九
）

 

　

〈〔
改　

五
円
也
〕〉

　

一　

金
高
五
百
円
以
上 

金
〔
八
円
也
〕

 

　

〈
改　

五
〔
円
五
十
銭
〕〉

　

一　

金
高
六
百
円
以
上 

金
九
〔
円
也
〕

 

　

〈
改　

六
円
五
〔
十
銭
〕〉

　

一　

金
高
七
百
円
以
上 

金
拾
円

 

　

〈
改　

七
円
五
拾﹇
十
﹈銭
〉

　

一　

金
高
八
百
円
以
上 

金
拾
壱
円
也

 
　

〈
改　

八
円
五
拾﹇
十
﹈銭
〉

　

一　

金
高
九
百
円
以
上 

金
拾
弐
円
〔
也
〕

 

　

〈
改　

九
〔
円
〕〉

　

一　

金
高
壱
千
円
以
上 

金
拾
〔
五
円
也
〕

 

　

〈
改　
〔
拾
円
也
〕〉

　

此
外
、
金
高
ニ
応
シ
割
方
ヲ
以
テ
寄
附
可
〔
致
候
事
〕

　

「
但
シ
、
金
高
百
円
ニ
付
キ
壱
円
□
別
」

　
　

附
リ
、
右
出
納
簿
備
有

　

 

右
帳
切
当
日
名
前
為
披
露
、
小
豆
も﹇
餅
﹈□
数
三
拾
個
ツ﹇
宛
﹈ヽ
、
町
内
家
持

中
江
相
配
ル
事

 

町
用
人
ノ﹇

之
﹈祝

〔
義【

儀
】、

左
之
通
〕

 

〔
本
人　

金
五
拾
銭
〕

　

金
高
拾
円
ヨ﹇
よ
り
﹈リ
百
円
マ﹇
迠
﹈テ 

妻　
　
〔
同
弐
十
銭
〕

 

長
子　

金〔
同
〕拾
銭

 

同
﹇
本
人
﹈
　

金
七
拾
〔
五
銭
〕

　

金
高
百
円
ヨ﹇
よ
り
﹈リ
参﹇
三
﹈百
円
マ﹇
迠
﹈テ 

同﹇
妻
﹈　

金﹇
同
﹈三
拾
銭

 

同
﹇
長
子
﹈
　

金﹇
同
﹈拾
五
銭

 

同
﹇
本
人
﹈
　

金
壱
円

　

金
高
三
百
円
ヨ﹇
よ
り
﹈リ
五
百
円
マ﹇
迠
﹈テ 

同﹇
妻
﹈　

金﹇
同
﹈四
拾
〔
銭
〕

 

同
﹇
長
子
﹈
　

金﹇
同
﹈〔
弐
拾
銭
〕

 

本
人　

金
〔
壱
円
五
拾
銭
〕

　

金
高
五
百
円
ヨ﹇
よ
り
﹈リ
千
円
迠 

妻　
　

金﹇
同
﹈〔
五
拾
銭
〕

 

長
子　

金﹇
同
﹈〔
廿
五
銭
〕

　

余
ハ
右
ニ
準
シ
候
事



近
代
京
都
に
お
け
る
町
自
治
と
規
約
―
手
洗
水
町
を
事
例
と
し
て
―
（
西
村
・
奥
田
）

六
九　
（
六
九
八
）

第
弐
條

一　
 

家
督
譲
之
節
ハ
、
地
所
及
建
物
大
小
ニ
不
抱
、〔
当
〕
町
井
戸
屋﹇
家
﹈形

江
寄
附
、
左
ノ﹇
之
﹈通

　
　
　
　
　

  
金
壱
円
也

　
　
　
　
　
　

  
右
ニ
付
、
用
人
ノ﹇
之
﹈祝
〔
義【
儀
】〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

本
人　

  〔
金
三
拾
銭
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

妻　
　

金﹇
同
﹈〔
拾
五
銭
〕

第
参
條

一　

 

借
家
転
宅
シ
被
参
候
節
、
当
町
井
〔
戸
家
形
ヘ
寄
〕
附
金
、
左
ノ﹇
之
﹈

　
　

通

　
　
　
　
　
　

表
借
家
壱
戸
ニ
付　

金
三
拾
銭

　
　
　
　
　
　

裏
借
家
壱
戸
ニ
付　

金
弐
拾
銭

　
　
　
　
　

但
シ
、
右
ニ
付
、
配
リ
物
等
ハ
一
切
不
及
候
事

　
　

借
家
請
状
筆
紙
料　

金
五
銭
用
人
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
用
人
「
江
」
祝
義【
儀
】表

借
家　

金
弐
〔
拾
銭
〕

裏
借
家　

金
〔
拾
五
銭
〕

第
四
條

一　

毎
年
四
月
拾
月
両
度
八
阪﹇
坂
﹈神
社
御
千
〔
度
〕

　
　

  

諸
入
費
ト
シ
テ
手
当
集
メ
左
ニ

　
　
　

  

家
持
壱
戸
ニ
附﹇
付
﹈　
　

壱
ヶ
月
金
四
銭
ツ﹇
宛
﹈ヽ

　
　
　

  

表
借
家
壱
戸
ニ
付　

同　
　

金
三
銭
〔
宛
〕

　
　
　

  

裏
借
家
壱
戸
ニ
付　

同　
　

金
〔
弐
銭
宛
〕

　
　

  

右
集
メ
金
ヲ
以
『
テ
』
諸
入
費
相
賄
〔
可
申
候
事
〕

第
五
條

　
　
　
　

  

神
事
之
部

一　

 

例
年
神
事
ニ
付
、
七
月
十﹇
拾
﹈二
日
午
後﹇
后
﹈第
一﹇
壱
﹈時
ヨ
リ
吉
符
入
之
式
、

　
　

其
節
羽
織
袴
着
〔
用
町
席
へ
〕

　
　

  

床
ニ
感
神
院
ノ﹇
之
﹈軸
ヲ
祭
、
御
酒
洗
米
〔
相
備
ル
事
〕

　
　
　
　
　
　

  

献　

立

　
　
　
　

  

吸
も
の　
　
　
　

向
附

　
　
　
　

  

皿
盛　
　
　
　
　

水
物

　
　
　

  

右
ニ
テ
御
酒
頂
戴
之
事

一　

町
中
家
持
一﹇
壱
﹈統
無
不
参
出
席
之
事

　
　
　
　

  
但
〔
シ
〕、
其
節
為
御
神
酒
行
事
ヨ
リ
弐
斤【
升
】ツ
ヽ
差
出
ス
事



第
六
十
二
巻  

第
四
号

七
〇　
（
六
九
七
）

一　

神
事
前
之
買
得
之
方
ハ

　
　
　
　

  

地
価
金
拾
円
ニ
附﹇
付
﹈、
御
酒
壱
斤
之
割
ニ
〔
テ
差
出
ス
事
〕

　
　
　
　

  
余
ハ
是
ニ
準
シ
差
出
ス
事

一　

同
断
譲
リ
受
之
方
ハ
、
地
価
ニ
不
抱
御
酒
弐
斤
ツ﹇
宛
﹈ヽ
差
出
ス
事

　
　
　
　

   

附
リ
、
神
事
後﹇
后
﹈ニ
買
得
并
ニ
譲
リ
ノ﹇
之
﹈方
ハ
、
翌
歳
ニ
差
出
ス

〔
事
〕

一　

 

七
月
十﹇
拾
﹈四
日
御
手
洗
井
々
戸
換
「
エ
」
ニ
付
、〔
寺
裏
井
〕
戸
屋
猪﹇
伊

ノ之
﹈
吉
ヨ
リ
人
足
三
人
午
前
十﹇
拾
﹈弐
時
ヨ
リ
〔
雇
入
ル
事
〕

　
　
　
　
　

  

其
節
入
用
品

　
　
　
　

  

榊　
　
　

白
紙
幣　
　

   

笹
弐
本　
　

   

注
連
飾
大
小
四
ツ

　
　
　
　

  

右
飾
附
、
猪﹇
伊
之
﹈ノ
吉
江
依
頼
之
事

一　

 

七
月
十﹇
拾
﹈
五
日
午
前
四
時
、
町
内
家
持
〔
壱
統
羽
織
〕
袴
着
用
町
席

ヘ
出
頭
、
其
節
熨
斗
昆
布
、
□
服
茶
ヲ
頂
〔
キ
〕、
迅
速
井
戸
家
形

江﹇へ
﹈各
々
参
拝
之
事

　
　
　
　
　
　

  

井
戸
備
（
マ
マ
）物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

麻
瓜
三
本

　
　
　
　
　

  

御
酒　
　

  

飛
魚
三
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

粽　

三
把

　
　
　

  

右
供
物
ハ
総
代
并
ニ
行
事
二
軒
江﹇へ
﹈〔
送
ル
事
〕

一　

七
月
十﹇
拾
﹈六
日
午
前
六
時
ニ
井
戸
開
之
事

　
　
　
　

  

尤
水
汲
人
足
壱
人
ツ
ヽ
神
事
中
雇
入
ル
事

一　

七
月
十﹇
拾
﹈八
日
、
町
中
一﹇
壱
﹈統
総
代
宅
ヘ
集
リ
、
御
旅
所
ヘ
参
拝
之
事
、

其
節
町
箱
よ﹇
ヨ

りリ
﹈
金
壱
円
五
十
銭
入
費
ト
シ
テ
出
金
ス

一　

 

七
月
廿
四
日
、
四
條
烏
丸
之
辻
迠
神
輿
行
幸
ニ
候
ハ
ヽ
、
井
戸
〆

切
候
事

一　

七
月
十
七
日
、
廿
四
日
両
日
ト
モ

　
　
　

  

神
輿
御
供　
　

行
事
壱
人
、
用
人
〔
相
供
フ
〕

　
　
　

  

右
者
﹇
ハ
﹈両
日
ト
モ
午
後﹇
后
﹈早
々
学
校
ヘ
向
テ
出
頭
之
事

一　

七
月
廿
六
日
、
神
事
勘
定
可
致
候
事

　
　
　

  

右
神
事
「
入
」
費
ハ　
　
地
主
ハ
地
価
割
ニ
テ
集
メ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

外
ニ
借
家
ハ
壱
戸
ニ
付
、
金
弐
銭
ツ﹇
宛
﹈ヽ
集
ル
事

第
六
條

一　

 

九
月
十﹇
拾
﹈
七
日
、
於
町
席
ニ
伊
勢
講
相
勤
メ
、
其
節
町
中
家
持
壱
統

参
拝
ノ﹇
之
﹈事

　
　

床
ニ
太
神
宮
神
号
ノ﹇
之
﹈軸
ヲ
祭
ル

　
　
　
　

  

御
供
物

　
　
　

  
神
酒　
　

洗
米　

備
（
マ
マ
）フ



近
代
京
都
に
お
け
る
町
自
治
と
規
約
―
手
洗
水
町
を
事
例
と
し
て
―
（
西
村
・
奥
田
）

七
一　
（
六
九
六
）

　
　

  

右
神
酒
頂
戴
之
事

　
　
　
　

  

献
立

　
　

  
吸
物　
　
　
　

皿
盛

　
　

  

鉢
肴　
　
　
　

し
た
し

　
　

  

御
酒
三
斤

　
　

  

右
委﹇
悉
﹈敷
事
ハ
、
伊
勢
講
之
帳
簿
ニ
有
之
候
〔
事
〕

第
七
條

一　

 

例
年
一
月
一
日
、
町
中
家
持
壱
統
寄
〔
席
之
上
〕、
歳
頭
ノ﹇
之
﹈礼
互
ニ

申
候
事

　
　

右
年
酒

　
　
　
　

献
立

　
　

吸
物
﹇
も
の
﹈蛤　
　
　

三
種
肴　
　
　

取
肴
〔
三
種
〕

　
　

鉢
肴　
　
　
　
　

作
り　
　
　
　

水
物
〔
ミ
カ
ン
〕

　
　
　

但
〔
シ
〕、「
価
」
壱
人
分
金
弐
拾
銭　

酒
〔
別
〕

　
　
　

尤
、
私
費

　
　

右
不
参
無
之
出
席
之
事

第
八
條

一　

 

例
年
春
秋
両
度
彼
岸
中
、
祠
堂
ト
シ
テ
各
々
〔
ヨ
リ
〕
預
リ
有
ル

金
利
ヲ
以
テ
、
施
餓
鬼
執
行
フ
事

　

  　

尚
、
委
敷
事
ハ
記
録
帳
ニ
書
記
シ
有
之

　

  

右
施
餓
鬼
料　
　

金
壱
円
也

　

  

其
節
町
中
家
持
一﹇
壱
﹈統
参
詣
可
致
『
候
』
事

　

  

為
供
養
折
詰
（
十
八
銭
）
壱
人
ツ﹇
宛
﹈ヽ
出
ス
事

　
　

  

附
リ
、
預
リ
ノ﹇
之
﹈利
金
ヨ
リ
過
ス
ル
時
ハ
、
銘
々
ヨ﹇
よ
り
﹈リ
出
金
ス

第
九
條

一　

 

六
月
・
十﹇
拾
﹈
二
月
両
度
、
町
内
家
持
壱
統
寄
席
〔
之
上
〕
立
会
勘
定

可
致
候
事

　
　
　

 

但
シ
、
酒
肴
料
ト
シ
テ
、
壱
名
ニ
付
金
三
拾
五
銭
町
箱
ヨ
リ
出

金
ス
ル
事

第
拾
條

一　

用
人
扶
持
米
、
左
ノ﹇
之
﹈通

　
　
　
　
　

表
壱
戸
ニ
付　
　
　

月
々
五
合
ツ
ヽ

　
　
　
　
　

裏
壱
戸
ニ
付　
　
　

月
々
弐
合
五
勺
ツ
ヽ

　
　
　
　

右
者﹇
ハ
﹈

持
主
ヨ
リ
遣
ス
事



第
六
十
二
巻  

第
四
号

七
二　
（
六
九
五
）

第
拾
壱﹇
一
﹈條

一　

 
町
中
会
議
ノ﹇
之
﹈
節
、
無
用
之
雑
談
致
間
敷
、
当
用
而
已
議
ス
、
報
知

致
候
ハ
ヽ
直「
チ
」ニ
出
席
可
致
、自
然
無〔
拠
〕用
向
有
之
候
ハ
ヽ
、

其
段
前
以
『
テ
』
相
断
、
会
議
洩
〔
レ
候
ハ
ヽ
〕、
議
事
多
分
御
一

決
ノ﹇
之
﹈義
聊
タ
リ
ト
モ
跡
ヨ
リ
〔
違
背
〕
申
間
敷
候
事

　
　
　

 

附
リ
、
議
事
万
一
六
ツ
ケ
敷
キ
節
ハ
、
入
札
多
数
ヲ
以
決
ス
ベ

シ

第
拾
弐
條

一　

 

銘
々
所
持
地
所
・
建
家
等
都
合
ニ
付
売
払
イ
、〔
且
又
〕
貸
渡
候
節

ハ
、
総
代
町
中
一﹇
壱
﹈
統
江
﹇
ヘ
﹈
談
シ
、
人
柄
〔
不
審
モ
〕
無
之
諸
事
差
支

無
之
哉
互
ニ
申
談
シ
、
一﹇
壱
﹈統
議
〔
定
之
上
〕、
町
内
ニ
テ
証
人
壱
名

相
定
メ
、
売
貸
約
定
可
致
候
、〔
万
一
〕
無
其
議
自
由
ニ
売
貸
約
定

仕
候
共
、町
中
協
議
之
上
御
差
悶﹇
支
﹈『
ヘ
』有
之
ニ
お﹇
於
テ
﹈

ゐ
て
ハ
、直「
チ
」

ニ
破
談
可
致
候
段
、
兼
テ
承
知
罷
有
之
事

第
拾
三
條

一　

 

町
中
一
和
親
戚
同
様
睦
間
敷
交
リ
、
決
シ
テ
〔
一
己
之
〕
我
意
募

リ
申
間
敷
候
事

第
拾
四
條

一　

総
代
役
中
壱
ヶ
年
勤
務
之
事

第
拾
五
條

一　

 

総
代
交
代
ノ﹇
之
﹈節
、
町
席
江
﹇
ヘ
﹈家
持
壱
統
出
〔
頭
シ
〕、
立
会
ノ﹇
之
﹈上
箱
渡

執
行
候
事

　
　
　

但
『
シ
』、
其
節
当
役
先
役
両
名
江
挨
拶
可
致
候
事

第
拾
六
條

一　

 

総
代
ヨ
リ
集
会
達
シ
有
之
候
ハ
ヽ
、
刻
限
無
遅
滞
出
席
可
致
、
無

拠
事
故
有
之
ハ
、
前
日
当
役
方
ヘ
断
ニ
罷
出
ベ
ク
〔
事
〕

　
　
　

 

但
シ
、
臨
時
集
会
ノ﹇
之
﹈節
、
宅
ニ
居
ナ
カ﹇
ガ
﹈ラ
無
理
由
自
〔
己
申
立
〕

不
参
堅
ク
致
間
敷
、
并
ニ
議
事
中
私
用
〔
有
之
候
ト
モ
〕、
退
席

無
用
可
為
候
事

第
拾
七
條

一　

町
席
江
﹇
ヘ
﹈出
頭
之
砌
、
羽
織
着
用
礼
儀
相
乱
ス
ヘ﹇
ベ
﹈カ
ラ
ス
事

第
拾
八
條



近
代
京
都
に
お
け
る
町
自
治
と
規
約
―
手
洗
水
町
を
事
例
と
し
て
―
（
西
村
・
奥
田
）

七
三　
（
六
九
四
）

一 　

私
用
ニ
テ
他
行
往
覆
（
マ
マ
）ト
モ
、
総
代
江﹇ヘ
﹈〔
相
届
ケ
可
申
候
事
〕

第
拾
九
條

一　

 

第
拾
二﹇
弐
﹈
條
ニ
照
シ
、
地
所
建
家
売
買
之
節
、
証
人
〔
よ
り
〕
町
中

規
約
書
之
製
規
買
主
江
﹇
ヘ
﹈
申
聞
シ
、
承
諾
之
上
更
ニ
総
代
江
﹇
ヘ
﹈
申
出

『
ス
』
ベ
シ

　
　
　

 

附
『
リ
』、
其
手
続
キ
ヲ
用
イ﹇
ヒ
ザ
ル
﹈

さ
る
時
ハ
、
一
統
協
議
之
上
更
ニ

〔
余（
除
）名
〕
可
為
事

第
廿
﹇
弐
拾
﹈條

一 　

家
持
戸
主
満
廿
﹇
弐
拾
﹈歳
ヨ
リ
町
会
ヘ
出
頭
、
并
ニ
勤
〔
役
〕
可
致
候
事

　
　
　

 

但
シ
、
無
拠
事
故
有
之
欠
勤
之
節
ハ
、
為
代
人
料
左
之
通
出
金

可
致
候
事

　
　
　
　

第
一﹇
壱
﹈　
　
　
　
　

金
弐
円
也

　
　
　
　

第
二﹇
弐
﹈　
　
　
　
　

金
壱
〔
円
也
〕

　
　
　
　

第
三　
　
　
　
　

金
七
拾
〔
五
銭
〕

　
　

 

右
之
通
、
半
季
毎
ニ
出
金
可
致
候
等
級
之
義
ハ
、
一﹇
壱
﹈
統
協
議
之
上

執
行
ス

第
廿
壱
條

一　

 

第
拾
弐
条﹇
條
﹈
ニ
照
シ
、
銘
々
所
有
之
地
所
〔
及
建
家
売
却
〕
致
度
節

ハ
、
当
町
住
居
ノ
人
ヲ
壱
名
保
証
人
ニ
撰
シ
、
右
保
証
人
〔
ヨ
リ
〕

町
総
代
江
﹇
ヘ
﹈前
以
テ
届
出
ベ
シ
、
然
ル
上
ハ
、
総
代
ヨ
リ
売
却
〔
之
〕

地
所
建
家﹇
物
﹈
之
両
隣
家
之
内
、
宅
地
所
有
者
江
﹇
ヘ
﹈
第
壱
番
ニ
申
談
シ
、

第
弐
番
ニ
抱
屋
敷
所
有
者
江
﹇
ヘ
﹈
申
込
ミ
、
第
参
〔
番
ニ
〕
町
中
江
申

談
シ
、
万
一
壱
統
望
人
無
之
節
ハ
互
ニ
申
〔
合
セ
〕、
人
柄
不
審
モ

無
之
人
ヲ
周
旋
可
致
『
候
』
事

　
　

 

付﹇
附
﹈
リ
、
保
証
人
ニ
於
テ
モ
、
当
町
之
規
約
証
之
通
「
リ
」、
売
却

人
〔
ハ
〕
不
及
申
、
買
得
人
両
家
江
﹇
ヘ
﹈
万
事
不
都
合
無
之
様
申
諭
シ

候
事
、
万
一
無
其
儀
不
都
合
と﹇
ト
﹈町
中
一﹇
壱
﹈統
見
認
リ﹇
ル
﹈時
〔
ハ
〕、
仮
令

如
何
ナ
ル
契
約
成
立
居
候
ト﹇
共
﹈モ
一
時
取
消
ス
事

第
廿
弐
條

一 　

前
条﹇
條
﹈場
合
ニ
至
リ
候
節
ハ
、
取
消
シ
ヲ
命
ゼ﹇
セ
﹈
ラ
レ
候
売
却
人
ニ
於

テ
ハ
毛
頭
申
分
無
之
候
事

第
廿
参
條

一 　

明
治
廿
六
年
第
一
月
已
後﹇
后
﹈当
町
ニ
有
之
地
所
及
ヒ﹇
ビ
﹈建
物
買
得
亦﹇
又
﹈

ハ



第
六
十
二
巻  

第
四
号

七
四　
（
六
九
三
）

譲
受
ケ
候
節
ハ
、
当
規
〔
約
〕
証
ニ
調
印
ス
ル
ハ
不
申﹇
及
申
﹈及
、
別
紙
親

族
壱
名
保
証
人
ト
シ
テ
規
約
遵
奉
可
致
証
書
壱
通
、
印
紙
貼
〔
用
〕

之
上
町
総
代
之
名
宛
ニ
テ
差
入
ル
事

　
　
　
　
　

  
書
式　

左
ニ

　
　
　
　
　
『
㊞
』

　
「
壱
銭
」

印　

紙　
　

契
約
証

　

一　

 

今
回
当
町
何
百
何
拾
何
番
地
何
ヶ
所
及
「
ヒ
」
右
地
所
ニ
有
之

建
物
幾
棟
、
何
某
ヨ
リ
（
買
得
）（
譲
受
「
ケ
」）
候
ニ
付
、
当

御
町
之
規
約
証
通
リ
、
堅
〔
ク
〕
相
守
可
申
ハ
勿
論
、
万
一
当

人
不
都
合
之
節
ハ
保
〔
証
〕
人
之
者
罷
出
、
正
式
通
「
リ
」
屹

度
執
行
可
致
、
為
〔
後
日
〕
契
約
証
依
テ
如
件

　
　
　
　
　

年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
県
何
京
区
何
通
「
リ
」
何
町
何
番
〔
地
〕

買
得　
　

譲
受「
ケ
」 

人  　

何
『
条
』　

某　

判
﹇
㊞
﹈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
『
上
』

保
証
人　
　
　

何
『
条
』　

某　

判
﹇
㊞
﹈

　
　
　
　

手
洗
水
町　

総
代
何
『
条
』
某
殿

　
　

右

　
　

前
條
之
通
堅
ク
相
守
可
申
候
、
依
而
﹇
テ
﹈連
署
候
也

　
　
　
　
　

明
治
二﹇
弐
拾
弐
﹈

十
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

手
洗
水
町

安
田　

和
三
郎
〔
㊞
〕

井
上
久
左
衛
門
〔
㊞
〕

富
田　

嘉
兵
衛
〔
㊞
〕

斎
藤　
　

和
三
郎
㊞

上
阪﹇
坂
﹈　

嘉
兵
衛  『
㊞
』

柴
田　
　

宗
〔
七
㊞
〕

吉
田　

繁
次
〔
郎
㊞
〕

平
井　
　

ひ
さ  『
㊞
』

加
藤　
　

小
兵
衛
㊞

平
井　

常
次
郎
『
㊞
』

老
分
加
藤　
　
　

正
造
㊞

上
阪﹇
坂
﹈　

嘉
一
〔
郎
㊞
〕

遠
藤　
　

弥
三
郎
㊞

玉
川　

太
右
衛
門
㊞



近
代
京
都
に
お
け
る
町
自
治
と
規
約
―
手
洗
水
町
を
事
例
と
し
て
―
（
西
村
・
奥
田
）

七
五　
（
六
九
二
）

安
田　
　
　

キ
ヌ
㊞

藤
井　
　
　

藤
助
㊞

横
田　

源
〔
兵
衛
㊞
〕

若
山　
　

〔
治
助
㊞
〕

中
邨﹇
村
﹈　
　
　

甚
助
㊞

中
山　

市
〔
次
郎
㊞
〕

安
井　

〔
源
次
郎
㊞
〕

井
上　
　
　

あ
い
㊞

「
深
見　
　

ゆ

　
」

山
田　
　

政
治﹇
次
﹈郎
㊞

川
嶋　
　

直
兵
衛
㊞

吉
野　

儀
〔
兵
衛
㊞
〕

片
木　
　

新
〔
助
㊞
〕

芝
原　
　

嘉
兵
衛
㊞

安
田　
　
　

太
七
㊞

祖
父
江
重
兵
衛
〔
㊞
〕

上
阪﹇
坂
﹈　

岩
〔
次
郎
〕　

代
井
上
久
〔
左
衛
門
㊞
〕

岡
田　

安
次
郎
〔
㊞
〕

小
泉　
　

新
助
〔
㊞
〕

山
本　

〔
直
之
助
㊞
〕

玉
川　
　

〔
そ
の
㊞
〕

岡
田　

儀
兵
衛
〔
㊞
〕

平
井　

仁
兵
衛
〔
㊞
〕

「
奈
佐　
　
　

定
吉
㊞

横
川
崎
銀
行
代
理
者

田　　
　

良

木
村　　
　

庄

鈴
村　　

栄

加
藤　　

伍
兵

富
田　
　

正
太
郎
㊞

有
野　
　
　

康
元
㊞

山
山
口
銀
行
代
表
者

口
田
島

□
橋

近
江
銀
行
代
表
者

重
吉

山
浪
速
銀
行
代
表
者

澤
菅大

西
与
三
治
良



第
六
十
二
巻  

第
四
号

七
六　
（
六
九
一
）

増
田　　

知
吉

奥
株
式
会
社
丸
二
商
店
取
締
役

西　　

安

」

（
に
し
む
ら　

た
か
し
・
同
志
社
大
学
経
済
学
部
）

（
お
く
だ　

い
あ
り
・
同
志
社
大
学
経
済
学
研
究
科
研
究
生
）


	近代京都における町自治と規約―手洗水町を事例として―
	は　じ　め　に
	本「規約証」の特徴的な内容
	一　不動産売買と町自治
	二　町自治とその運営



